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第１章 業務継続計画（ＢＣＰ）の基本的な考え方 

 
１ 業務継続計画策定の趣旨 

大町市における地震対策は、「大町市地域防災計画（震災対策編）」に基づき、予防や応

急対策、復旧までのさまざまな取り組みを総合的に定め、推進しており、大規模地震発生

の際には、この計画に基づき、行政が中心的な役割を担いながら災害応急対策活動や復旧・

復興活動を進めていくことになる。 
しかし、地震災害は突発的に発生し、人的被害、家屋の倒壊、がけ崩れ、火災、電気・

ガス・水道等のライフラインの停止、道路・鉄道等の交通網の寸断が広域に発生し、人的

資源・物的資源が制約される中で、災害応急対策業務や通常業務を実施しなければならず、

これらの業務を適切に継続するための体制づくりが求められている。 
これらを受け、内閣府においても「大規模災害発生時における地方自治体の業務継続計

画の手引き（平成２８年２月）」や「市町村のための業務継続計画作成ガイド（平成２７年

５月）」を作成するなど、国が地震災害に関する業務継続計画の策定に向けた取り組みを

支援しており、全国や県内各地で業務継続計画の策定が進められているところである。 
このような背景を踏まえ、「大町市業務継続計画（ＢＣＰ）【地震対策編】」（以下「業務

継続計画」という。）を策定する。 

 
２ 業務継続計画とは 
  大規模な地震災害が発生した際、地方公共団体は、災害応急対策活動及び災害からの復

旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことになる一方、災害時であっても継続して

行わなければならない通常業務を抱えている。 
業務継続計画とは、災害時に市役所も被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約が

ある状況下において、応急業務及び継続性の高い通常業務（以下「非常時優先業務」とい

う。）を特定するとともに、非常時優先業務の業務継続に必要な資源の確保・配分や、その

ための手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を講じることにより、

大規模な地震災害時にあっても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画である。 

 
３ 地域防災計画と業務継続計画の位置づけ 
  地域防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、市民の生命、財産を災害か

ら守るための対策を実施することを目的とし、災害に係わる事務又は業務に関し、関係機

関及び他の地方公共団体の協力を得て、総合的かつ計画的な対策を定めた計画である。地

域防災計画に定められた業務を大規模な地震発災時にあっても円滑に実施するためには、

地方公共団体自身が被災し、制約が伴う状況下にあっても、業務が遂行できる体制をあら

かじめ整えておくことが必要である。 
業務継続計画の必要性の一つは、地域防災計画の策定過程において必ずしも検討されて

いない、地方公共団体自身が被災し、制約が伴う状況下にあっても、業務が遂行できる体

制をあらかじめ検討しておくことにあり、業務継続計画は、地域防災計画を補完する計画

と位置づけられるものである。 
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また、大町市地域防災計画では、次のとおり業務継続性の確保を位置づけている。 

 
なお、地域防災計画と業務継続計画の相違点は、次の表のとおりである。 

【参考】 表 地域防災計画と業務継続計画の違い 

 地域防災計画  業務継続計画  

作成主体等 地方防災会議が作成し、都道府県、

市町村、防災関係機関等が実施する

計画である。 

都道府県又は市町村が作成し、自らが実施する

計画である（※１）。 

計画の趣旨 地方公共団体が、発災時又は事前に

実施すべき災害対策に係る実施事項

や役割分担等を規定するための計画

である。  

発災時に必要資源に制約がある状況下であっ

ても、非常時優先業務を目標とする時間・時期

までに実施できるようにする（実効性の確保）た

めの計画である。 

行政の被災  行政の被災は必ずしも想定する必要

はないが、業務継続計画の策定など

による業務継続性の確保等について

は計画に定める必要がある（※２）。 

行政の被災を想定（庁舎、職員、電力、情報シ

ステム、通信等の必要資源の被災を評価）し、

利用できる必要資源を前提に計画を策定する

必要がある。 

対象業務  災害対策に係る業務（予防業務、応

急対策業務、復旧・復興業務）を対象

とする。  

非常時優先業務（災害応急対策業務等だけで

なく、優先度の高い通常業務も含む。）を対象と

する。  

業務開始目標時

間  

業務開始目標時間は必ずしも定める

必要はない（一部の地方公共団体で

は、目標時間を記載している場合もあ

る。）。 

非常時優先業務ごとに業務開始目標時間を定

める必要がある（必要資源を確保し、目標とする

時間までに、非常時優先業務を開始・再開す

る）。  

業務に従事する

職 員の飲 料水・

食料等の確保  

業務に従事する職員の水・食料、トイ

レ等の確保に係る記載は、必ずしも記

載する必要はない。  

業務に従事する職員の水・食料、トイレ等の確

保について検討のうえ、記載する必要がある。 

※１ ただし、関係事業者やその他の防災関係機関とも連携を図るとともに、当該機関等の業務継続計画との整合性を確

保する必要がある。 

※２ 防災基本計画等への位置付けのほか、地域防災計画の作成の基準となるべき事項を示した消防庁防災業務計画にお

いては、業務継続計画の策定などによる業務継続性の確保等について地域防災計画に定めるものとしている。 

大町市地域防災計画 震災対策編 第１章 第４節 活動体制 

５ 業務継続性の確保 

（１）現状及び課題 

災害発生時の災害応急対策等の実施や、優先度の高い通常業務の継続のため、災

害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準

備体制と事後の対応力の強化を図る。 

（２）実施計画 

① 業務継続計画を策定し、業務継続性の確保を図る。 

② 実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保ととも

に、定期的な教育・訓練・点検等を通じた経験の蓄積や、計画の評価・検証等を

踏まえるとともに、状況の変化等に応じた計画や体制の見直しを行う。 
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４ 業務継続計画の効果 
災害発生時には、業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなる。特に市町村におい

ては、被害状況の確認など発災直後から非常に短い時間の間に膨大な応急業務が発生し

（図１―１）、それらを迅速かつ的確に処理しなければならない。 

 
（図１－１及び図１－２の出典： 大規模災害発生時における地方自治体の業務継続計画の 

手引き 平成２８年２月 内閣府防災担当 発行） 

 

図１―１ 発災後に市町村が実施する業務の推移 
※ 時間の経過とともに応急業務は縮小していくが、図 1-1 に記載されている以外の 

復旧・復興業務が徐々に増加していくことに留意する。 

 

このような場合において、業務継続計画をあらかじめ策定（継続的改善を含む。）するこ

とにより、非常時優先業務を適切かつ迅速に実施することが可能となる。 

具体的には、地域防災計画や災害対応マニュアルでは必ずしも明らかでなかった「行政も

被災する深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となり、非常

時優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で行政が機能

不全になることを避け、早期により多くの業務を実施できるようになる(図１－２)。 

また、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、帰宅など安全衛生面の配慮の向上も期待で

きる。 
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図１－２ 業務継続計画の策定に伴う効果の模式図 

※１ 業務継続計画の策定により、資源制約がある状況下においても非被災地からの応援や外部機関の活用に係る業

務の実効性を確保することができ、受援計画等と相まって、100%を超える業務レベルも適切かつ迅速に対応する

ことが可能となる。 

※２ 訓練や不足する資源に対する対策等を通じて計画の実効性等を点検・是正し、レベルアップを図っていくこと

が求められる。 

 
５ 業務継続計画の基本方針 

大町市は、大規模災害時における非常時優先業務については、次の方針に基づいて業務

継続を図るものとする。 
（１）地震による被害を最小限度にとどめるために、地域防災計画に定められた業務を効

率的に遂行する。 
 （２）市の業務が一時停止することによる市民生活や経済活動等への支障を最小限度にと

どめるために、被災時にも中断が許されない通常業務の継続・早期再開に努める。 
 （３）（１）及び（２）の業務継続を図るために、市職員が被災後も業務に従事できるた

めの対策を行うとともに、早期参集等による必要な人員の確保及び庁舎・電力・通信

等の業務資源の確保に努める。 
 （４）（１）及び（２）の業務継続を図るために、非常時優先業務以外の通常業務につい

ては、積極的に休止・縮小する。 
（５）実効性のある計画にしていくために、常に計画を点検し、必要により見直しを行う。 

 
６ 対象とする組織 
  本計画の対象とする組織は、全庁とする。 
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７ 計画の発動及び終結 
（１）本計画は、次のいずれかの場合に発動とする。 

① 大規模な災害が発生した場合、市内全域にわたり大規模な災害の発生する恐れが

ある場合等で、市長が必要と認めた場合 
   なお、市長（災害対策本部長）が不在時は、職務代理者とする。 
② 市内に震度６弱以上の地震が発生した場合 

（２）本計画の終結は、災害対応業務が概ね終了し、平常時の体制がとれると市長が判断

した場合とする。 

 
８ 広報活動 
 （１）市民に業務継続計画の内容について、広報おおまち等を通じて事前に周知する。 
（２）業務継続計画の発動及び終結は、市ホームページや緊急メール等を通じて周知する。 

 

 
 

第２章 被害状況の想定 

 
１ 大町市で想定される地震 

大町市において想定される地震は、第３次長野県地震被害想定調査報告書（平成２７年

３月 長野県発行）によると、糸魚川－静岡構造線断層帯、長野盆地西縁断層帯、伊那谷

断層帯、阿寺断層帯、木曽山脈西縁断層帯、境峠・神谷断層帯、東海地震であり、想定結

果の数値上は「糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）」による被害が最大となっている。 

 
２ 本計画で想定する地震 

本計画で想定する地震は、第３次長野県地震被害想定調査報告書（平成２７年３月 長

野県発行）による「糸魚川－静岡構造線断層帯（全体）」が活動した場合を想定し、冬期の

午前５時に地震が発生したと仮定する。 
地震発生後の市内の被害想定は、次の表のとおりとする。 

 被害想定（復旧予想） 
第３次長野県地震被害想定 

調査報告書による基礎数値 

震度 ・市内で震度６強、一部で震度７が発生する。 

・市役所本庁舎は、震度６強の揺れと想定する。 

震度７  

マグニチュード８．５ 

建物被害 ・市内の約３割の建物５，４９０棟（内訳 揺れ４，５

５０棟、土砂災害２８０棟、火災６３０棟、液状化３

０棟）が、全壊・半壊すると想定する。 

・市役所本庁舎周辺では、延焼火災の危険性はほとんど

ないこととする。 

・市役所本庁舎の建物自体への被害は少なく、使用可能

であるものの、建物内部の固定されていないカウンタ

ー、机、キャビネット、図書等は転倒、散乱している。 

対象建物 １８，８５９棟 

全壊・焼失 ２，２３０棟 

半壊    ３，２６０棟 
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人的被害 ・死者は、老朽家屋やブロック塀等の倒壊、家具等の転

倒による死者が８０名規模で発生すると想定する。 

・負傷者は、老朽家屋やブロック塀等の倒壊、家具等の

転倒による負傷者が７１０名規模で発生すると想定

し、そのうち３５０名は重傷とする。 

死者数      ８０名 

負傷者数    ７１０名 

自力脱出困難数 １４０名 

避難者 ・避難者は、被災２日後７，３７０名で、最大の避難者

数となる。（市内の指定緊急避難場所及び指定避難所を

開設） 

・そのうち要配慮者は８００名（被災２日後）となる。 

 （内訳 １日後４２０名、１週間後６４０名、１か月

後３２０名） 

被災１日後 ３，２２０名 

被災２日後 ７，３７０名 

被災１週間後５，８８０名 

被災１か月後４，８９０名 

ライフラ

イン 

・上水道は、水道管破裂により、市内全域で給水が停止

すると想定する。また、２週間が経過しても約半数の

住宅で供給停止が続いている状況と想定する。 

・下水道は、広範囲で流下機能の障害が発生。復旧には

１か月かかると想定する。 

・電力は、１３，６２０棟が停電になると想定 

・市役所本庁舎も停電となるが非常用発電機が稼働し、

制限はあるものの電気を使用することが可能。しかし、

３日間の停電が見込まれる。 

・本庁舎では、断水の回復まで１週間程度を要する。 

上水道 断水２６，８６０棟 

下水道 支障２１，５１０棟 

ガス供給停止 １，１７０棟 

停電    １３，６２０棟 

交通機能

障害 

・震度６強及び震度７のエリアで、通行支障が発生し、

職員は自動車や公共交通機関で参集できない。 

・山間部の道路が通行困難となり、孤立地域が発生する。 

・鉄道は、被害や安全確認等により、当面の間（１週間

以上）は利用困難となる。 

 

物資不足 ・食料、飲料水、毛布などが不足している。 不足 食料４，５７０食 

飲料水５７，３７０ℓ 

毛布３，２５０枚 

 ※想定数値は、最大数値を表し、人的被害は夏期１２時、その他は冬期１８時である。 
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第３章 非常時優先業務の選定 

 
１ 非常時優先業務の考え方 

非常時優先業務は、大規模な地震発災時にあっても優先して実施しなければならない業

務のことである。具体的には、災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧・復興業

務のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる。 
発災後しばらくの期間は、各種の必要資源を非常時優先業務に優先的に割り当てるため

に、非常時優先業務以外の通常業務は積極的に休止又は、非常時優先業務の継続の支障と

ならない範囲で業務を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図：大規模災害発生時における地方自治体の業務継続計画の手引き（令和５年５月）から抜粋 

 
２ 非常時優先業務の選定対象業務と選定基準 
（１）選定対象業務 

非常時優先業務として選定対象となる業務は、次のとおりとする。 
① 災害応急対策業務（応急業務） 
ア 「大町市地域防災計画」で市が担当する業務のうち、「震災対策編 第２章 災

害応急対策計画」で挙げられている業務と、「第３章 災害復旧計画」で早期実

施の優先度が高い業務 
イ 災害発生後に新たに生じる業務で、大町市地域防災計画に掲載されていない業 

務 
  ② 通常業務のうち、業務継続の優先度が高いもの 

平常時に行っている通常業務のうち、業務継続の優先度が高い業務 
（２）選定基準 

非常時優先業務の選定基準は、次の表のとおりとする。 
なお、業務開始目標時間は、業務継続を実施する際の目安として設定したものであ

り、災害時にあっては災害の状況及び職員の参集状況、庁舎の被害状況等により、開

始時期や優先順位が変更されることを想定する。 

 



8 
 

表 非常時優先業務「選定基準」 

業務開始 
目標時間 

選定基準 
該当する業務の 
考え方 

代表的な業務例 

３時間 
以 内 

災害後直ちに着
手しないと生
命・生活・財産
に重大な影響を
及ぼす業務 

・職員及び家族の安

全確保 

・初動体制の確立 

・被災状況の把握 

・救助・救急の開始 

・避難所の開設 

(ｱ) 災害対策の根幹となる体制立ち上げ業務（人、

場所、通信、情報等） 

(ｲ) 被害の把握（被害情報の収集・伝達・報告） 

(ｳ) 発災直後の火災、津波等対策業務（消火、避難・

警戒・誘導処置等） 

(ｴ) 救助・救急体制確立に係る業務（応援要請、部

隊編成・運用） 

(ｵ) 避難所の開設、運営業務 

(ｶ) 組織的な業務遂行に必須な業務（幹部職員補

佐、公印管理等） 

１ 日 
以 内 

１日以内に着手
しないと、生命・
生活・財産また
社会経済活動に
重大な影響を及
ぼす業務 

・応急活動（救助・救

急以外）の開始 

・避難生活支援の開

始 

・重大な行事の手続

き 

(ｱ) 短期的な二次被害予防業務（土砂災害危険箇

所における避難等） 

(ｲ) 市区町村管理施設の応急復旧に係る業務（道

路、上下水道、交通等） 

(ｳ) 衛生環境の回復に係る業務（防疫活動、保健衛

生活動等） 

(ｴ) 災害対策活動体制の拡充に係る業務（応援受け

入れ等） 

(ｵ) 遺体の取扱い業務（収容、保管、事務手続き等） 

(ｶ) 避難生活の開始に係る業務（衣食住の確保、供

給等） 

(ｷ) 社会的に重大な行事等の延期調整業務（選挙

等） 

３ 日 
以 内 

３日以内に着手
しないと、生命・
生活及び社会経
済活動に相当な
影響を及ぼす業
務 

・被災者への支援の

開始 

・他の業務の前提と

なる行政機能の回

復 

(ｱ) 避難生活の向上に係る業務（入浴、メンタルヘ

ルス、防犯等） 

(ｲ) 災害対応に必要な経費の確保に係る業務（財政

計画業務等） 

(ｳ) 業務システムの再開等に係る業務 

２週間 
以 内 

２週間以内に着
手しないと、生
命・生活・社会
経済活動に影響
を及ぼす業務 

・復旧・復興に係る

業務の本格化 

・窓口行政機能の回

復 

(ｱ) 生活再建に係る業務（被災者生活再建支援法等

関係業務、住宅確保等） 

(ｲ) 産業の復旧・復興に係る業務（農林水産、商工

業対策等） 

(ｳ) 教育再開に係る業務 

(ｴ) 金銭の支払、支給に係る業務（契約、給与、補

助費等） 

(ｵ) 窓口業務（届出受理、証明書発行等） 

１か月 
以 内 

１か月以内に着
手しなくても、
生命・生活など
社会経済活動維
持への影響が小
さい業務 

・その他の行政機能

の回復 
(ｱ) その他の業務 
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表 優先度順位 

 
 
 
 
 
 
 

出典：「大規模災害発生時における地方自治体の業務継続計画の手引き」（平成２８年２月） 

 
３ 大町市非常時優先業務 
  非常時優先業務の一覧は、別表（大町市非常時優先業務一覧表）のとおりとする。 

優先度順位 設定基準（業務開始目標時間） 

Ａ 発災後直後（概ね３時間以内） 

Ｂ 概ね１日以内（３時間から２４時間以内） 

Ｃ 概ね３日以内（概ね１２時間から７２時間以内） 

Ｄ 概ね２週間以内（７２時間から２週間） 

Ｅ 概ね２週間から１か月以内 
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第４章 非常時優先業務の実施体制 

 

１ 職員の活動体制 
（１）業務継続計画の参集体制 

大町市職員は、大町市地域防災計画に定める参集基準（緊急体制）に基づき、発災

後、安全な経路を通り登庁する。 
なお、業務継続計画の発動時の参集体制は、次のとおりとする。 

   ① 活動開始基準  
ア 大規模な災害が発生した場合、市内全域にわたり大規模な災害の発生する恐れ

がある場合等で、市長が必要と認めた場合 
  なお、市長（災害対策本部長）が不在時は、職務代理者とする。 
イ 市内に震度６弱以上の地震が発生した場合 

   ② 登庁範囲 
全職員とするが、家族や近所の方等の救出等、発災直後は、命にかかわることを

第１に行動し、その後は速やかに登庁する。 
   ③ 活動期間   

市長が必要ないと認めたときまでとする。 
 （２）職員の参集状況の確認 

業務継続体制が発動された場合、総務連絡班（庶務課）は各部（各課）から職員の

参集状況を確認し、速やかに災害対策本部に連絡することとする。 
（３）職員の参集に際しての任務 

勤務時間外に業務継続体制が発動された場合、職員は市役所に参集するまでの途

中の被災状況（特に公共施設の被災状況）を目視で確認し、災害対策本部に連絡す

る。 

 
２ 職員参集の予測 
（１）参集予測の前提要件 

   勤務時間外に大規模災害が発生した場合に、職員がどれほどの時間内に参集できるか

を予測した。予測の前提は、次のとおりである。 
   ① 発災後、自宅を出発するまでに１５分を要する。ただし、消防団員となっている

職員は、消防団の初期活動の終了後に出勤することとし、６時間後（職務等により、

直ちに登庁する職員は除く。）に出発するものとする。 
   ② 職員の参集手段は、徒歩（時速４ｋｍ）とする。 

③ 災害時の通勤距離は、道路の損壊や休息時間等を想定し、平常時の１．５倍と 
 して計算する。 
④ 参集可能な人数の割合を２４時間までは一律で８０％とする。２４時間以降は、 
 職員の死亡・怪我等により参集できない割合を５％と想定し、９５％が参集できる 
ものとする。 

（２）参集場所 
原則として職場とし、次を参考に職務等により決定する。 
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① 美麻・八坂支所勤務で、美麻・八坂地区在住以外の職員は、交通事情等により本

庁の参集も可能とする。 
② 美麻・八坂地区在住の職員は、交通事情等により本庁への登庁が困難と思われる

場合は、支所の参集も可能とする。 
③ 美麻・八坂支所長及び大町病院を除く課長以上の職員は、本庁とする。 

 
（３）参集予測の結果 

   ① 災害対策本部員（課長以上）              令和５年１０月現在 
時間 

 

対象者及び人数（人） 

参集可能職員（※１） 

備 考 １時間

以内 

～３ 

時間 

２４時

間以内 

２４時

間以降 

合計 

人数 

災害対策本部員 

（理事者、部・課長） 
３７ 

１８ １３ ６ ０ ３７ 対象者数 

１４ １０ ５ ６ ３５ 予測反映 

※１ 参集可能職員の上段は対象者、下段は予測を反映した人数 

 

② 各課（災害対策本部員含む）               令和５年１０月現在 

時間 

 

対象者及び人数（人） 

参集可能職員（※１） 

備 考 １時間

以内 

３時間

以内 

２４時

間以内 

２４時

間以降 

合計 

人数 

総
務
部 

庶務課 ９ 
３ ４ ２ ０ ９  

２ ３ ２ ２ ９ 

企画財政課 １１ 
３ ２ ６ ０ １１ 危 機 管 理 課 兼 務 2 名 除 く 

1 名は八坂支所へ ２ ２ ５ １ １０ 

まちづくり 

交流課 
１２ 

３ ６ ３ ０ １２  

２ ５ ２ ２ １１ 

税務課 １８ 
４ ５ ９ ０ １８ 危 機 管 理 課 兼 務 ３ 名 除 く  

３ ４ ７ ３ １７ 

危機管理課 １０ 
３ ０ ７ ０ １０ 兼務 5 名含む 

 ２ ０ ６ ２ １０ 

情報交通課 ７ 
４ ０ ３ ０ ７  

３ ０ ２ ２ ７ 

民
生
部 

生活環境課 ８ 
２ ３ ３ ０ ８ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 1 名 

ｸﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 1 名 ２ ２ ２ ２ ８ 

福祉課 １６ 
４ ６ ６ ０ １６ 1 名は大町病院 

大町病院職員は除く ３ ５ ５ ２ １５ 

市民課 １３ 
６ ３ ４ ０ １３ 1 名は大町病院へ 

大町病院職員は除く ５ ２ ３ ２ １２ 

中央保健セン

ター 
１６ 

６ ２ ８ ０ １６  

５ １ ６ ３ １５ 

子育て支援課 ５２ 
５ ２６ ２１ ０ ５２  

４ ２１ １７ ７ ４９ 
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産
業
観
光
部 

商工労政課 

（産業立地戦略室含む） 
５ 

２ １ ２ ０ ５  

２ １ ２ ０ ５ 

観光課 ５ 
２ ２ １ ０ ５  

２ ２ １ ０ ５ 

農林水産課 ９ 
１ ６ ２ ０ ９ 1 名は美麻支所へ 

１ ５ ２ １ ９ 

建
設
水
道
部 

建設課 １８ 
３ ６ ９ ０ １８ 1 名は八坂支所へ 

２ ５ ７ ３ １７ 

上下水道課 １９ 
３ ９ ７ ０ １９  

２ ７ ６ ３ １８ 

教
育
委
員
会 

学校教育課 ７ 
３ １ ３ ０ ７  

２ １ ２ ２ ７ 

生涯学習課 ２３ 
４ １１ ８ ０ ２３  

３ ９ ６ ４ ２２ 

スポーツ課 

国スポ準備室 
４ 

１ ３ ０ ０ ４  

１ ２ ０ １ ４ 

山岳博物館 ６ 
１ ３ ２ ０ ６  

１ ２ ２ １ ６ 

大
町
病
院 

総務課 １１ 
３ ５ ３ ０ １１ 健診ｾﾝﾀ ・ー福祉連携

室の 2 名を含む ２ ４ ２ ２ １０ 

医事課 １ 
０ ０ １ ０ １  

０ ０ １ ０ １ 

八坂支所 ６ 
０ １ ５ ０ ６ 他部署から 2 名、

本庁へ 3 名、美麻支所へ 1 名 ０ １ ４ １ ６ 

美麻支所 ９ 
０ ３ ６ ０ ９ 他部署から２名、

本庁へ 1 名 ０ ２ ５ ２ ９ 

会計課 ４ 
２ １ １ ０ ４  

２ １ １ ０ ４ 

議会・監査事務局 ４ 
１ ０ ３ ０ ４  

１ ０ ２ １ ４ 

農業委員会事務局 ２ 
１ ０ １ ０ ２  

１ ０ １ ０ ２ 

支所から本庁へ  
３ １ ０ ０ ４ 美麻支所 1 名 

八坂支所 3 名 ２ １ ０ １ ４ 

理事者、部長 １３ 
１０ ３ ０ ０ １３  

８ ２ ０ ２ １２ 

合計 ３１８ 
８０ １１２ １２６ ０ ３１８ 対象者数 

６４ ９０ １０１ ４７ ３０２ 予測反映 

※１ 参集可能職員の上段は対象者、下段は予測を反映した人数 
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３ 職員の勤務体制 
（１）職員の勤務体制 

① 意思決定権限の明確化 
大規模災害の発災直後は、職員の参集率が低くなり、幹部職員が参集できていな 

い状況を招く可能性が高い。しかしながら、各担当部署における業務の円滑な実施

のためには、指揮命令系統を明確化する必要がある。 
そのため、災害対策本部及び各部･各課において、理事者や部課長等が不在の場合

の事案決定の代行順序をあらかじめ定めることとする。 
ア 災害対策本部長の職務代理者の順序（市長不在の代行順序） 

第１順位 第２順位 第３順位 第４順位 第５順位 

副市長 教育長 総務部長 民生部長 産業観光部長 

イ 災害対策本部組織の部長等不在の場合の職務代理者の順序 
部 名 部長等 第１順位 第２順位 備考 

総務部 
総務部長 

総務部参事 会計管理者  

企画財政部 企画財政課長 契約検査係長 ※ 

救助部 

民生部長 

福祉課長 子育て支援課長  

衛生部 生活環境課長 環境衛生係長 ※ 

医療部 

市民課長 消費生活・交通安全係長 ※ 

中央保健センター所長 保健予防係長 ※ 

大町病院事業管理者 大町病院事務長  大町病院総務課長  

商工労政部 

産業観光部長 

商工労政課長 産業立地戦略室長  

観光部 観光課長 観光振興担当係長 ※ 

農林水産部 農林水産課長 農業振興係長 ※ 

建設部 

建設水道部長 

建設課長 計画係長 ※ 

給水部 上下水道課長 水道施設係長  

下水道部 上下水道課長 下水道施設係長  

教育部 教育次長 学校教育課長 生涯学習課長  

※１ 部名及び事務分掌については、「大町市地域防災計画 第２章 災害応急対

策編 第２節 非常参集職員の活動 別表２」による。 
※２ 備考欄に※印のある部は、「③課長不在の場合の職務代理者の順序」による。 
ウ 課長不在の場合の職務代理者の順序 
  下表については、令和５年４月時点での課長等不在の場合の職務代理者の順序

である。なお、各課で異動等があった場合は順序の見直しを行い、各課の緊急連

絡網等に記載し、職務代理者の徹底を図る。 

 第１順位 第２順位 大町市災害対策本部組織の役職 

総
務
部 

庶務課長 行政管理係長 職員係長 総務連絡班 

企画財政課長 契約検査係長 財政係長 財政班、連絡調整班、管財班 

まちづくり交流課長  市民活動支援係長 定住促進係長 総務連絡班 

税務課長 税務係長 資産税係長 総務協力班 

危機管理課長 危機管理係長 消防主任（西山） 本部事務局 

情報交通課長 情報化推進係長 ケーブルテレビ係長 情報収集班 
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民
生
部 

生活環境課長 環境衛生係長 環境保全係長 衛生班 

福祉課長 高齢者・包括支援係長 庶務係長 庶務調査班、救護班 

市民課長 消費生活・交通安全係長  市民・戸籍係長 医療班 

中央保健センター所長 保健予防係長 健康推進係長 医療班 

子育て支援課長 子育て支援係長 児童係長 救護班 

産
業
観
光
部 

商工労政課長 商業労政係長 特産品振興担当係長 

調査班、対策班 産業立地戦略室長 産業立地戦略室係長 － 

観光課長 観光振興担当係長 庶務管理係長 

農林水産課長 農業振興係長 農業推進支援係長 庶務調査班、技術対策班 

建
設
水
道
部 

建設課長 維持管理係長 建設係長 
土木調査班、土木班、 

都市計画班、耕地林務班 

上下水道課長 経営係長 お客様係長 
給水班、工作班、下水道班、

処理場班 

教
育
委
員
会 

学校教育課長 学校教育係長 庶務係長 庶務学校班 

生涯学習課長 生涯学習・青少年係長 文化財係長 社会教育・体育施設班 

スポーツ課長 スポーツ推進係長 スポーツ推進係主査(小澤）  社会教育・体育施設班 

山岳博物館長 山岳博物館副館長 山岳博物館主査(千葉) 各施設の長 

大
町
病
院 

総務課長 庶務係長 人事係長 
医療班 

医事課長 医事企画係長 医事請求係長 

八坂支所長 総務係長 民生係長 支所班 

美麻支所長 産業建設係長 総務係長 支所班 

会計課長 会計係長 会計係主査（石岡） 総務協力班 

議会事務局長・監査 庶務議事係長 議会事務局主査（小山）  議会災対支援本部・総務部 

農業委員会事務局長 事務局係長 事務局主査(小林) 庶務調査班、技術対策班 

     ※１ 大町市災害対策本部組織の役職（班）については、「大町市地域防災計画 

 第２章 災害応急対策編 第２節 非常参集職員の活動 別表２」による。 

※２ 各課長が不在の場合の職務代理者は、災害対策本部会議の開催時には出席 

すること。 

（２）職員の弾力的な配置 
大規模災害の発災直後は、職員の参集が困難となり、幹部職員が参集できない状況

等が予想される。その場合であっても、災害対策本部の意志決定や情報配信、避難所

の設置等の業務について、機能し得る人員数が確保できるように努める。 
（３）職員の健康管理 

大規模災害の発災直後は、業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなり、職員

は長時間の労働となる可能性が高い。また、応急対応業務から徐々に復旧業務、通常

業務へと移行するまでは、長期間を要すると想定されることから、非常時優先業務を

継続的に遂行していくためには、職員の健康管理が重要である。 
そのため、食糧の確保、休息場所･トイレ等の確保、交替勤務のルールなど、事前対

策を講じておくとともに、家族との連絡、一時帰宅等について配慮し、本人･家族を含

めて職員の心身の健康チェックを行える体制を確保する。 
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４ 職員の安否確認 
（１）職員の安否確認 

非常時優先業務を着実に実施していくためには、人員を確保することが基本となる。

職員は日頃から、災害から自分自身の身を守る行動に心がける必要がある。そして、業

務継続体制が発動された場合には、自分自身の安否を直ちに災害対策本部に連絡できる

よう、緊急連絡網やメール等の連絡方法を確認しておく必要がある。 
また、職員の参集を実現するためには、同時にその家族の安否確認を確実かつ速やか

に行うことが重要である。職員は日頃から家族との間でメールや災害用伝言ダイヤル、

災害用伝言板等の連絡方法を確認して、家族の安否確認を確実かつ速やかに行うことが

できるようにする。 

 
 
 

第５章 非常時優先業務の執行環境の確保 

 
１ 市役所本庁舎の状況 
（１）現時点の状況 

 現   状 

市役所庁舎 昭和５２年 市役所庁舎建設   平成９年 東庁舎建設 

平成２４年 市役所庁舎耐震改修 

蓄電池 停電後、即時に稼働する。自家発電機が稼働すると供給停止。本・東・西庁舎及び

議会棟の非常灯電源。 

用途 非常用発電機  種類 鉛蓄電池     定格総電圧 ２４Ｖ 

容量 ２００Ａｈ   型式 ＨＳ－２００Ｅ  製造年月 ２００９／１１ 

稼働時間 約２時間（200Ah÷100A=2ｈ）ただし、経年劣化による時間短縮有。 

自家発電機 停電後、約２０秒後に稼働する。給電機器、非常用コンセント、湧水・汚物・雑排

水・揚水ポンプ、送排風機、消火ポンプ 

種類 ディーゼルエンジン 定格出力 １９０ｋＷ  燃料種類 灯油 

貯蔵量３９０Ｌ 

消費量３９Ｌ／ｈ 使用時間約１０時間（ただし、燃料手動追加により延長可能） 

ガソリン（地

下タンク） 

１０ＫＬ（残量２ＫＬで補充） 

灯油（地下タ

ンク） 

２０ＫＬ（残量１０ＫＬで補充） 

灯油（ホーム

タンク） 

４８０Ｌ（空の時点で補充） 

非常用コンセ

ント 

１階：市民・戸籍係 ＯＡコンセント２個 

２階：庁議室 非常用壁付コンセント １個 

       東側書庫 サーバー用コンセント１個 

３階：電話交換室 機器用壁付コンセント ４個 
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屋内消火栓 本庁舎：７基 東庁舎：０基 性能 750Ｌ/min 

西庁舎：４基 議会棟：４基 

停電時、約１４トン使用可（自家発給電） 

火災報知器 本庁舎：７基 東庁舎：４基     西庁舎：４基 議会棟：４基     

停電時、約３０分使用可（内蔵バッテリー給電） 

非常放送設備 バッテリー搭載、停電時も使用可。非常作動時、一般放送を遮断し、非常放送が可

能。一斉スイッチを作動後、１０秒以内に全階放送が可能。 

ＡＣをＯＦＦ後、警報音 1 分、音声又は音楽放送で９分間以上の放送が可能。 

非常放送を行った場合、任意のスピーカーについて音量調整器のツマミがいかなる

位置にあっても放送が可能。定期点検を年２回実施 

受水槽 地下：受水槽４０ｔ    屋上：高置水槽２０ｔ  

停電時、自家発電機により供給可 

トイレ 本庁舎 ６箇所 東庁舎 ２箇所   西庁舎 １箇所 議会棟 ２箇所 

停電時、自家発により受水槽から供給可 

誘導灯及び 

誘導標識 

本庁舎 避難口２０台、通路１３台 

東庁舎 避難口９台、通路３台、誘導標識４枚 

西庁舎 避難口８台、通路５台、消火栓表示１台 

議会棟 避難口９台 通路２台    

停電時、約３０分使用可（内蔵バッテリー給電） 

エレベーター 本庁舎 １基 東庁舎 １基   停電時、１階へ自動移動し、閉扉後、作動停止 

自動ドア 本庁舎 ３箇所    東庁舎 ３箇所     議会棟 １箇所   

停電時、手動による開閉可 

（２）課題と今後の検討 
① 市役所本庁舎は耐震基準を満たしており、倒壊の可能性は低いと考えられる。ただ

し、壁やガラスの破損、棚、天井版、照明器具、機器等の落下や転倒などにより、自

席での職務が行えないことも予測される。 
このような被害を最小限にとどめるために、棚や機器等の転倒防止策を行う。 

② 災害対策本部は、市役所本庁舎が不測の事態で使用不能になった場合は、総合情報

センターに設置する。 
市役所本庁舎が使用不能になった場合、すべての業務を総合情報センターに代替す

ることは難しいと考えられるため、総合情報センターを代替施設として使用すること

について検討を行う。 
また、職場によっては総合情報センター施設以外の代替施設の検討を行う。 

  ③ 自家発電で、非常用コンセント、消火ポンプ等が１０時間程度稼働できる状況であ

るが、ほとんどのパソコン等が使用不能となる。停電時に備えた非常用電源の確保を

検討する。 
  ④ 平成２８年４月に熊本県を中心に発生した地震等の特異な災害への対応について、

国等の検証結果を参考にして、本計画の修正等を行う。  
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２ 情報通信手段 
（１）現時点の状況 

資 源 現 状 

災害時優先電話 本庁舎では、市民課・福祉課（１階）、危機管理課（２階）、農林水産課（３

階）、上下水道課（東庁舎）で設置している。また、小中学校８か所、保育園

６か所、八坂・美麻支所、八坂・美麻診療所、大町病院、中央保健センター、

総合福祉センター、社会就労センター、美麻企業センター等に設置している。 

なお、指定避難所の３１か所で、避難所開設時には、災害用公衆電話が設

置できる。 

同報系防災行政無線 危機管理課に親局、八坂・美麻支所・消防署に遠隔制御機、鷹狩山に中継局

があり、屋外拡声子局は１０８箇所に設置している。市内一斉放送が可能で

あり、停電時には非常用バッテリーで、約１日程度は運用することができる。 

また、市役所、八坂・美麻支所、各公民館でＦＡＸによる通信も可能である。 

移動系防災行政無線 危機管理課、建設課、八坂・美麻支所が基地局となり、車両積載無線局を 

２９局、携帯型無線局を２５局 

衛星携帯電話 ４台（危機管理課、八坂支所、美麻支所、市長車） 

２台（災害先遣隊用） 

長野県防災行政無線 １局（地域衛星通信ネットワーク。市、県等と通信可能） 

消防団無線 危機管理課に可搬型移動局無線１台、消防団の各車両に車載型移動局無線 

３６台、各分団等に携帯型移動局無線２５台を配備しており、北アルプス広

域消防本部及び大北の町村（松川村除く。）との通信が可能 

（２）課題と今後の検討 
   災害対応初動期においては、被害状況及び関係機関等の対応状況などの情報収集、広

報活動が重要であり、通信手段の効率的な使用が重要である。災害発生初期は、固定電

話、携帯電話等が利用できない状況が予想されるため、災害用優先電話や衛星携帯電話、

防災行政無線等の連絡体制を構築する。 

 
３ 職員の非常用食料、飲料水等の確保 

非常時優先業務にあたる職員用の食料、飲料水等を確保する。備蓄する非常用食料･飲

料水は３日分を目安とする。食料･飲料水のほか、仮眠用の毛布、非常用トイレ、その他生

活必需品の備蓄を進める。 

 
４ 資機材等の確保 

非常時優先業務を実施する上で必要となる資機材や用品等については、あらかじめ一定

量を確保する。 
また、災害発生後に迅速に調達できるように、平常時からその調達先を確認する。 

 
５ 協定等による調達 

大規模災害においては、食糧･飲料水、資機材等を備蓄だけで対応することは難しいと

考えられることから、関係機関、各種団体、民間企業等からの調達により補完する。 
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第６章 計画の見直し・更新 

 
１ 業務継続マネージメント（ＢＣＭ） 
  業務継続計画に基づいて災害対策本部業務及び非常時優先業務を効果的に遂行するた

めには、計画を管理・運用する業務継続マネージメント（ＢＣＭ）を推進していく必要性

がある。 
職員全員が業務継続計画の重要性を理解し、個々の職員に課せられた役割を確実に果た

せるよう、教育や訓練を通じて個々の役割（業務）を確認することが重要である。 
また、その過程を通じて洗い出された課題と対策を検討することが必要である。 
このように、①ＰＬＡＮ（計画の策定）、②ＤＯ（教育・訓練の実施）、③ＣＨＥＣＫ（点

検・検証）、④ＡＣＴＩＯＮ（計画の見直し）というサイクルを通じて、計画を改善してい

くことが重要である。 
※業務継続マネージメント（ＢＣＭ：Business Continuity Management） 

＜業務継続計画の改善、検討のイメージ＞ 

 

① ＰＬＡＮ 

（計画の策定） 

④ ＡＣＴＩＯＮ                      ② ＤＯ 

（計画の見直し）                    （教育・訓練の実施） 

                  ③ ＣＨＥＣＫ 

 （点検・検証） 

 

 
２ 計画の実行性を高める 
  今後、各種訓練、研修を実施し、業務優先度の見直しや業務遂行の支障となる課題の精

査、その解消に向けた取組み等が必要である。 
  執務環境や、職員の異動や組織の変化など、たえず変化しているため、今後、本計画の

定期的かつ継続的な計画の見直し・更新を行い、計画の実効性を高め、変化に対応できる

体制づくりに向け取り組むものとする。 
   表 訓練・研修計画等 

訓練名 内 容 対 象 頻 度 

災害対策本部参集・運営

訓練 

災害対策本部員の参集及び運営

の実践訓練 

災害対策本部員 年１回以上 

参集（伝達）訓練 本部からの参集連絡を受け、職場

に参集。参集後、各課から本部へ

の参集状況報告 

全職員 年１回以上 

防災関係機関との情報

伝達訓練 

防災関係機関との各担当者窓口・

担当者の確認及び情報伝達訓練 

防災関係機関 年１回以上 

防災基礎研修 各課の防災体制等の周知 各課 年１回 

業務継続計画研修 各課の非常時優先業務と各業務 各課 年１回以上 
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のマニュアルの職員への周知 

非常用発電機の立ち上

げ訓練 

非常用発電機を立ち上げて、起動

や電力供給の状態を確認 

企画財政課 ２年に１回 

業務継続計画推進担当

者会議の開催 

計画推進及び見直しの検討等 各課等の担当者 随時 

 

 

 

改正履歴 

平成２８年 ５月 策定 

平成２８年１０月 １０月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

平成２９年 ５月 ４月人事異動に伴う課長不在の場合の職務代理者の順序及び職員参集予測の変更等 

平成２９年１２月 １０月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

平成３０年 ５月 ４月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

平成３０年１０月 １０月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

平成３１年 ４月 ４月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

令和 元年１２月 １０月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

令和 ２年 ４月 ４月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

令和 ２年１０月 １０月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

令和 ５年 ４月  ４月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 

令和 ５年１０月 １０月人事異動に伴う職員参集予測の変更等 


